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２ 脳卒中の医療連携体制

（１） 現 状

死亡の状況

○ 当地域では、平成３０年に７７人（全道４，７８６人）が脳血管疾患を原因と

して死亡しており、死亡数全体の９．１％（全道７．５％、全国７．９％）を占

めており、死因の第３位となっています。

○ その内訳は、脳梗塞５９．７％（全道５７．０％、全国５５．８％）、脳出血

２７．３％（全道３０．２％、全国３０．５％）、くも膜下出血７．８％（全道

１０．９％、全国１１．１％）となっており、特に脳梗塞が全道・全国と比較し

て高い割合となっています。※１

○ 脳血管疾患の平成２７年年齢調整死亡率を全道・全国と比較すると、人口１０

万人当たり、男性は、３３．８（全道３４．７、全国３７．８）、女性は、２０．

１（全道２１．０、全国２１．０）となっており、男女ともに全国及び全道より

低い傾向にあります。※２

健康診断の受診状況

○ 脳卒中の発症を予防するためには、定期的な健診の受診により高血圧、糖尿病、

脂質異常症等の危険因子を早期に発見することが重要ですが、平成２９年度の当

地域の特定健康診査の受診率は、２６．９％（全道４２．１％、全国３７．２％）

であり、平成２７年度（２４．７％）より向上しているものの、全国と比較する

と低い状況です。※３

◯ また、本地域では、脳卒中の危険因子である高血圧有病者の割合が高く、喫煙

率が男女ともに高い状況にあります。

医療機関の受診状況

○ 本道における平成２９年の脳血管疾患の受療率（人口１０万人対）では、入院

が１６８（全国１１５）、外来が５８（全国６８）であり、全国と比較して入院

受療率が１．５倍高い状況にあります。

◯ また、脳血管疾患患者の平均在院日数は１０１．１日で、平成２６年（１２３．

７日）からやや短くなりましたが、全国（７８．２日）との比較では、２２．９

日長くなっています。

脳梗塞患者の平均在院日数は１１７．６日で、全国（７８．３日）より３９．

３日長い状況です。※４

◯ 脳血管疾患患者が地域内で受療している状況は、通院が９４．１％（全道９６．

６％）となっており、他地域では、札幌圏（２．５５％）、上川北部（１．７％）、

上川中部（１．２％）となっています。

また、入院は、７９．２１％（全道９６．６％）となっており、半数以上の入

院患者を受け入れることができていますが、札幌圏（１０．５２％）や上川北部

（５．５７％）、上川中部（３．３４％）にも多くの地域住民が入院している状

況です。
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※１ 厚生労働省「人口動態統計」（平成３０年）

※２ 厚生労働省「人口動態統計特殊報告」（平成２７年）

※３ 平成 29年度特定健診・特定保健指導等実施結果集計票（※国保のみ）

※４ 厚生労働省「患者調査」（平成２９年）

医療機関の状況

（急性期医療を担う医療機関について）

当地域で、血液検査および画像検査、外科的治療（開頭手術、脳血管手術等）、

ｔ－ＰＡによる血栓溶解療法の全てが２４時間対応可能（輪番制を含む）なのは、

１医療機関（社会医療法人禎心会稚内禎心会病院）です。

（回復期医療を担う医療機関について）

脳卒中の回復期リハビリテーション料の保険診療に係る届出医療機関は、当地域

では２医療機関（社会医療法人禎心会稚内禎心会病院、浜頓別町国民健康保険病院）

です。※２

（医療従事者について）

○ 急性期医療を担う医療法人禎心会稚内禎心会病院では、日本脳神経外科が学会

専門医３人、理学療法士５人、作業療法士３人、言語療法士３人が従事していま

す。

○ 回復期医療を担う医療法人禎心会稚内禎心会病院及び浜頓別町国民健康保険病

院では、あわせて理学療法士６人、作業療法士３人、言語療法士３人が従事して

います。

（２）課 題

疾病の発症予防

◯ 特定健康診査の意義を広く周知するとともに、脳卒中の危険因子である高血圧

や糖尿病、脂質異常症、喫煙習慣や過度な飲酒習慣がある者への支援を早期に開

始し、発症予防に努めることが必要です。

◯ 施設内禁煙等の環境づくりを推進するなど、受動喫煙防止対策の強化が必要で

す。

医療連携体制の充実

○ 急性期の専門的診療を速やかに受けることができるよう消防機関と医療機関及

び医療機関相互の連携体制の充実・強化が必要です。

◯ 回復期や維持期に適切なリハビリテーションが受けられるよう、リハビリテー

ション施設の整備や関係機関の連携体制の充実が必要です。

在宅療養が可能な体制

◯ 脳卒中の再発及び合併症を予防し、生活機能を維持・回復しながら在宅で療養

生活を継続できるよう、医療及び介護サービスが相互に連携した支援が必要です。

（３）必要な医療機能

発症予防

（かかりつけ医）

◯ 高血圧、糖尿病、脂質異常症、心房細動等の基礎疾患に対する治療や食事、運
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動、喫煙、過度の飲酒等の生活習慣の改善を促し、脳卒中の発症を予防します。

○ 脳卒中を疑う症状出現時の対応について、患者・家族等患者の周囲にいる者に

対する教育・啓発を行います。

応急手当・病院救護

（本人及び家族等周囲にいる者）

◯ 発症後速やかに救急要請を行います。

（消防機関と急性期医療を担う医療機関の連携）

○ 救急要請後１時間以内を目途に急性期医療機関へ搬送します。

○ メディカルコントロールに基づく適切な観察・判断・処置を行います。

急性期医療

（急性期医療を担う医療機関）

◯ 患者の来院後、速やかに（１時間以内に）専門的治療を開始します。

◯ 臨床検査や放射線等機器検査（ＣＴ検査、ＭＲＩ検査）、治療（開頭手術または

脳血管手術等）を２４時間体制で実施します。

◯ 適応のある脳梗塞症例に対するt－ＰＡによる血栓溶解療法を実施します。

また、適応時間を超える場合でも、血管内治療などの高度専門治療の実施につ

いて検討します。

◯ 呼吸、循環、栄養等の全身管理及び感染症や深部静脈血栓症等の合併症に対す

る診療を実施します。誤嚥性肺炎の予防については、歯科医療機関等を含め、多
ご えん

職種間で連携して対策を図ります。

◯ 廃用症候群や合併症を予防し、早期にセルフケアを可能とするためのリハビリ

テーションを実施します。

◯ 回復期及び維持期の医療機関等と診療情報や治療計画（リハビリテーションを

含む。）を共有するなどして連携を図ります。

回復期医療

（回復期医療を担う医療機関）

◯ 身体機能の早期改善のための集中的なリハビリテーションを実施します。

◯ 再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の適切な管理を行うとともに、誤嚥性肺

炎の予防や抑うつ状態・認知症など、脳卒中に合併する種々の症状や病態に対す

る対応を行います。

◯ 再発が疑われる場合には、急性期の医療機関との連携などにより、患者の病態

を適切に評価します。

◯ 急性期及び維持期の医療機関等と診療情報や治療計画（リハビリテーションを

含む。）を共有するなどして連携を図ります。

維持期医療

（介護老人保健施設、介護保険によるリハビリテーションを担う医療機関等）

○ 在宅や施設等における生活機能を維持・向上のためのリハビリテーション（訪

問及び通所リハビリテーションを含む。）を実施し、在宅等への復帰及び日常生活

の継続を支援します。

○ 再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の適切な管理を行うとともに、誤嚥性肺

炎の予防や抑うつ状態・認知症など、脳卒中に合併する種々の症状や病態に対す
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る対応を行います。

◯ 合併症発症時や脳卒中の再発時には、患者の状態に応じた適切な医療を提供で

きる医療機関と連携して対応します。

◯ 回復期や急性期医療機関等と、診療情報や治療計画（リハビリテーションを含

む。）を共有するなどして連携を図ります。

◯ 介護支援専門員を中心に介護保険関連施設、訪問看護ステーション、歯科診療

所、薬局等と連携して在宅医療を行います。

（４）数値目標等

（５）数値目標等を達成するために必要な施策

予防対策の充実

○ 脳卒中は初発を予防することが第一であり、生活習慣病の進展段階に応じた一

次予防対策が重要です。高血圧や糖尿病、脂質異常症、メタボリックシンドロー

ム、喫煙習慣がある者への支援を早急に開始し、脳卒中の発生予防に努めます。

○ 道・市町村・医療保険者が連携して、特定健康診査の意義を住民に周知すると

ともに、脳卒中の発症を予防するための保健事業の推進、特定健康診査・特定保

健指導の充実に努めます。

○ 施設内禁煙等の環境づくりを推進し、受動喫煙防止に努めます。

医療連携体制の充実

○ 急性期から回復期、維持期まで切れ目のない適切な医療（リハビリテーション

を含む）が提供できるよう、地域連携クリティカルパスやICTを活用した地域医

療情報連携ネットワーク、保健医療福祉連携推進会議等を通じて、患者の受療動

向に応じた連携体制の充実を図ります。

○ 宗谷地域リハビリテーション広域支援センターでは、関係職種による意見交換

会、 講師バンク（医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士）の設置・運

営、関係職員等に対する研修会の開催等を行っています。今後も生活機能の維持

及び向上のためのリハビリテーションサービスが地域において適切かつ円滑に提

供されるよう体制整備を図ります。
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○ 発症予防の段階から、応急手当・病院前救護、急性期医療、回復期医療、維持

期医療における医療機関及び関係団体の取組みを促進します。

（６）医療機関の具体的名称

急性期医療

（急性期医療を担う医療機関の公表基準）

次の①～③について２４時間対応可能である病院・診療所

① 血液検査及び画像検査（ＣＴ、ＭＲＩ、超音波検査等）

② 開頭手術（脳動脈瘤クリッピング術、脳内血腫除去術、減圧開頭術等）、

外科的血行再建術かつ脳血管内手術

③t－ＰＡによる血栓溶解療法

（医療機関名）

社会医療法人禎心会稚内禎心会病院

回復期医療

（回復期医療を担う医療機関の公表基準）

次の①②の両方を満たす病院・診療所

① 脳血管疾患等のリハビリテーション科の保険診療に係る届出をしていること。

② 脳卒中の回復期リハビリテーションの対応が可能であること。

（医療機関名）

社会医療法人禎心会稚内禎心会病院、浜頓別町国民健康保険病院

（７）歯科医療機関の役割

脳卒中の後遺症に関連する口腔機能低下や口腔衛生状態の悪化は、摂食嚥下障害、
えん げ

咀嚼障害及び構音障害につながり、更には誤嚥性肺炎の発症リスクとなります。
そ しやく ご えん

脳卒中発症者における誤嚥性肺炎等を予防するため、病院歯科を含む地域の歯科

医療機関が、多職種によるケアカンファレンス等を活用し、急性期等の入院期間か

ら在宅療養に至るまでの適切な歯科治療、専門的口腔ケア及び口腔機能訓練の提供

に努めます。

（８）薬局の役割

○ 脳卒中の発症予防や再発予防のためには、患者が薬物治療について正しく理解し、

適切に服薬等を行うことが重要であることから、薬局において、薬学的管理（薬剤

服用歴の管理、服薬状況や副作用の把握等）を行うとともに、患者への適切な服薬

指導などに努めます。

○ 在宅患者に対しては、薬局において、医療機関や訪問看護ステーション等と連携

し、薬学的管理のもと、訪問による患者への適切な服薬指導などに努めるとともに、

在宅療養で必要な医薬品や医療・衛生材料等の供給に努めます。

（９）訪問看護ステーションの役割

◯ 脳卒中患者が在宅生活に移行するに当たっては、病院看護師等の医療機関のスタ

ッフと訪問看護師が入院中から連携し、在宅療養の環境整備に努めます。

◯ 脳卒中の回復期及び維持期にある在宅療養者に対して、心身の状態や障害に合わ

せて在宅療養の技術的支援や精神的支援を行うとともに、再発予防に向けた基礎疾
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患・危険因子の管理や生活機能の維持・向上のためのリハビリテーションを実施

し、日常生活の再構築を支援します。

◯ 在宅療養中の脳卒中患者の再発等の急変時について、平常時から緊急時の連絡体

制や救急車到着までの対処方法などを患者・家族等患者の周囲にいる者と事前に取

り決め、緊急時の対応に備えます。


